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宅地造成及び特定盛土等規制法（通称：盛土規制法）

に基づく規制区域の指定等に伴う説明会

（１回目）令和５年１２月４日（月） 午前10時～

（２回目）令和５年１２月５日（火） 午前10時～

（３回目）令和５年１２月６日（水） 午前10時～



鳥取県
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今後の予定

令和６年１月１日
〇県と鳥取市が、県内全域を盛土規制法に基づく規制区域に指定（告示）
〇改正後の県盛土条例を施行
（概要）
・盛土・切土の規制に係る規定を削除
・県の盛土条例の適用区域から鳥取市を除外

〇鳥取市が、鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例を施行

・鳥取市の区域は市が、鳥取市以外の区域は県の規制に変更
・斜面地への工作物の設置・建設発生土の搬出については県と市の条例で
引続き規制（条例の規制内容は従前と同じ）

令和６年１月１日以降、盛土・切土の施工は盛土規制法の規制に切り替わる。

※鳥取市は、斜面地への工作物設置と建設発生土搬出を県と同水準で規制する条例を
制定し、規制区域の指定と同日に施行する。



１ 説明

（１）盛土条例及び盛土規制法の概要

（２）盛土規制法に基づく規制区域の指定

（３）規制区域指定後の盛土規制

（４）盛土規制法の技術基準について

２ 質疑応答

※質問は後刻メール等でも可

鳥取県
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次 第



（１） 盛土条例及び盛土規制法の概要

鳥取県
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規制対象の行為

鳥取県盛土条例の概要

特定事業 事業規模 事業の例示

盛土・切土（盛土等）の施工 面積2,000ｍ2以上かつ高さ１ｍ以上 残土処分場、宅地開発、土砂
の仮置き 等面積に関わらず高さ５ｍ以上

斜面地(※)に設置する工作物
（※）傾斜度15度超かつ高さ5ｍ超の土地及
びその周辺の土地

水平投影面積300ｍ2以上 太陽光発電施設、風力発電施
設 等高さ15ｍ以上

（１）特定事業の許可
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 近隣関係者への事前説明
許可申請前に、事業計画を近隣関係者に説明

 中間検査、完了検査、廃止時検査
技術基準適合を審査・現地検査

 定期報告
・工事中：施工状況を６か月毎
・工事完了後：維持管理状況を１年毎

（盛土・切土は１０年間、工作物は撤去まで）

 保証金の預託
・斜面地の盛土・切土、工作物設置が対象
・預託期間は完了検査合格(工作物は撤去)

まで

許可と併せて以下を義務付け

（２）特定建設発生土搬出の許可

特定建設発生土搬出 事業規模 事業の例示

建設で発生した土砂の搬出 土量500ｍ3以上
残土処分場又は仮置き場までの
搬出・運搬

（盛土規制法へ移行）

令和６年１月１日以降、盛土・切土の施工は盛土規制法の規制に切り替わる。



盛土規制法の概要 鳥取県
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法の施行日 令和５年５月２６日（政令及び省令も同日施行済み）
法が施行されても、法の規制区域が指定されなければ適用されない。



（２）盛土規制法に基づく規制区域の指定について

鳥取県
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法に基づく規制の開始日：令和６年１月１日



盛土規制法の規制区域 鳥取県
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規制区域の指定方針

規制区域 指定方針 指定する区域

宅地造成等工事規制区域
小規模な盛土の規制が必要と考えられる
区域を指定。

人口が集中する区域（DID区域）を基本として
指定。

特定盛土等規制区域
宅地造成等工事規制区域を除いた県内
の全域を指定。

人口が集中する区域（DID区域）を除く県全域。

（１）全県を規制区域とする。（これまでの盛土条例と同様）

（２）規制区域は法に基づき、次の２区域を指定する。

（３）指定した規制区域は、法に基づき５年毎に行う基礎調査の状況を踏まえ見直しを行う。

法に基づく規制の開始：令和６年１月１日

規制区域の指定及び規制開始時期

規制区域の指定：令和６年１月１日

※鳥取市（中核市）については、市が県と歩調をあわせて同方針で規制区域を指定し、同日で法

に基づく規制を開始する。



盛土規制法の規制区域 鳥取県
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規制区域（案）

※詳細な規制区域図については、鳥取県・鳥取市のホームページで公表しています。
（県）https://www.pref.tottori.lg.jp/313438.htm
（市）https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1697184790512/index.html



鳥取県盛土規制に係る許可等窓口（規制区域指定後）
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根拠法令 手続内容

許可等窓口

令和６年１月１日
～

令和６年４月１日～
（予定）

盛土規制法 盛土・切土の許可等

県庁まちづくり課

各県土整備局

盛土条例

工作物の許可等 各環境建築局

建設発生土搬出の
許可等

各県土整備局

〇 鳥取市以外（県が窓口）
法に基づく規制区域の指定後、令和５年度末まではまちづくり課が窓口。

〇 鳥取市内（市が窓口）
規制区域の指定後、鳥取市内の各事業については全て市が窓口となる。

根拠法令 手続内容
許可等窓口

令和６年１月１日～

盛土規制法 盛土・切土の許可等

鳥取市都市企画課
盛土条例

工作物の許可等

建設発生土搬出の
許可等

※鳥取市は、斜面地への工作物設置を建設発生土搬出法を県と同水準で規制する条例
を制定し、規制区域の指定と同日に施行する。



（３）規制区域指定後の盛土規制

鳥取県
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項目 ・盛土・切土の施工
・斜面地への工作物設置

・建設発生土の搬出

規制の根拠 盛土規制法 盛土条例

規制区域
宅造・特盛区域に指定した区域

（県内全域）
県内全域

技術基準 災害防止に必要な技術基準 災害防止に必要な技術基準※

近隣関係者の説明 事前説明を実施 同左 ※

施工状況の確認
中間・完了検査の実施 同左 ※

定期報告の実施 同左 ※

工事完了後の確認
－

定期報告の実施（盛土完了後10年間、
工作物は撤去まで）※

－ 発電等の事業終了後に廃止時検査※

保証金の預託 －
「事業費の５％」又は「事業区域面積１
haあたり200万円」のいずれか高い額※

責任の所在 土地所有者等、盛土の原因者 事業者

罰則

法人に3億円以下の罰金
違反者に1千万円以下の罰金又は3年
以下の懲役

100万円以下の罰金又は2年以下の懲
役（法人にも適用する両罰規定）

鳥取県規制区域指定後の盛土等に係る規制
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盛土等に係る規制（令和６年１月１日～）

※斜面地への工作物設置のみ

〇盛土等の施工を伴う斜面地への工作物設置の場合、盛土規制法と盛土条例両方の許可が必要



鳥取県盛土規制法の規制規模

盛土・切土、土石の堆積（仮置き）の規制規模
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区域 行為 届出 許可・完了検査 中間検査 定期報告

宅造
区域

盛土、
切土

－

①盛土で高さ１ｍ超の崖
②切土で高さ２ｍ超の崖
③盛土切土で高さ２ｍ超の崖
④盛土で高さ２ｍ超
⑤盛土切土の面積500㎡超
かつ高さ１m超

①盛土で高さ２ｍ超の崖
②切土で高さ５ｍ超の崖
③盛土切土で高さ５ｍ超の崖
④盛土で高さ５ｍ超
⑤盛土切土の面積2000㎡超
かつ高さ１m超

中間検査に同じ

土石の
堆積

－

①堆積の高さ２ｍ超
かつ面積300㎡超

②堆積の面積500㎡超
かつ高さ１m超

適用外

①堆積の高さ5ｍ超かつ
面積1500㎡超
②堆積の面積2000㎡超
かつ高さ１m超

特盛
区域

盛土、
切土

①盛土で高さ１ｍ超の崖
②切土で高さ２ｍ超の崖
③盛土切土で高さ２ｍ超の崖
④盛土で高さ２ｍ超
⑤盛土切土の面積500㎡超
かつ高さ１m超

①盛土で高さ２ｍ超の崖
②切土で高さ５ｍ超の崖
③盛土切土で高さ５ｍ超の崖
④盛土で高さ５ｍ超
⑤盛土切土の面積2000㎡超
かつ高さ１m超

許可対象・完了検査に同じ 許可・完了検査に同じ

土石の
堆積

①堆積の高さ２ｍ超かつ
面積300㎡超

②堆積の面積500㎡超
かつ高さ１m超

①堆積の高さ5ｍ超かつ
面積1500㎡超
②堆積の面積2000㎡超
かつ高さ１m超

適用外 許可・完了検査に同じ

※崖：傾斜度が３０度を超える土地のこと



鳥取県盛土規制法の規制規模
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2,000㎡超かつ
高さ１m超

2,000㎡超かつ
高さ１m超

500㎡超かつ
高さ１m超

500㎡超かつ
高さ１m超
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災害の発生するおそれがないと認められる工事について（許可不要工事）



鳥取県
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災害の発生するおそれがないと認められる工事について（許可不要工事）



鳥取県
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規制区域指定に伴う手続
新たに対象の盛土等工事を行う場合、知事の許可が必要。（申請手数料あり）



鳥取県
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規制区域指定に伴う手続

宅地造成、特定盛土等 土石の堆積

500㎡以内 13,000円 11,000円

500㎡超1,000㎡以内 23,000円 11,000円

1,000㎡超2,000㎡以内 34,000円 12,000円

2,000㎡超3,000㎡以内 52,000円 13,000円

3,000㎡超5,000㎡以内 61,000円 15,000円

5,000㎡超10,000㎡以内 86,000円 17,000円

10,000㎡超20,000㎡以内 143,000円 23,000円

20,000㎡超40,000㎡以内 229,000円 34,000円

40,000㎡超70,000㎡以内 344,000円 63,000円

70,000㎡超100,000㎡以内 515,000円 97,000円

100,000㎡超 687,000円 137,000円

盛土規制法に基づく許可申請手数料

※中間検査及び完了検査の費用も含む。



鳥取県
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規制区域指定に伴う手続

• 規制区域の指定の際に工事
中の宅地造成、特定盛土等、
土石の堆積の工事主は、
２１日以内に届出が必要。
（省令に定める様式+図
面・写真等の添付書類）

• 規制区域内の盛土等の土地所有者
等には、災害生じないよう適切に維
持管理をするよう努力義務が規定さ
れている。

• 災害発生を防止するため、必要な措
置が必要な場合は、勧告、命令を講
ずることができ、命令に違反した者に
は、罰則（１年以下の懲役又は300
万円以下の罰金、法人には １億円
以下の罰金）が科せされる。
（既に工事が完了した盛土にも適用）

条例の許可を受けた盛土等は、条例
に基づく中間・完了検査及び定期報
告は不要となる。



鳥取県
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開発許可の特例（法のみなし許可）



鳥取県開発許可と盛土規制法の関係
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市街化区域
市街化
調整区域

非線引都市
計画区域

都市計画
区域外

500㎡以下 － 開発許可 － －

500㎡超
1,000㎡未満

盛土規制法
許可 開発許可

（みなし許可） 盛土規制法
許可 盛土規制法

許可

1,000㎡以上
2,000㎡以下

開発許可
（みなし許可）

2,000㎡超
3,000㎡未満

開発許可
（みなし許可）

開発許可
（みなし許可）

3,000㎡以上
10,000㎡未満 開発許可

（みなし許可）
10,000㎡以上

開発許可
（みなし許可）

盛土等
面積

区域種別

＜宅地造成等工事規制区域＞
・盛土等の面積500㎡超かつ高さ１m超等で盛土規制法の許可が必要。

開発許可の対象となる場合であっても、盛土規制法の対象規模となる盛土等は
盛土規制法に基づき中間検査・定期報告が必要になる。

※2,000㎡超の開発許可（みなし許可）は、盛土規制法に基づく中間検査・定期報告等が必要。



鳥取県開発許可と盛土規制法の関係（特定盛土等規制区域）
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市街化区域
市街化
調整区域

非線引都市
計画区域

都市計画
区域外

500㎡以下 －

開発許可

－ －

500㎡超
1,000㎡未満

盛土規制法
届出 盛土規制法

届出
盛土規制法

届出1,000㎡以上
2,000㎡以下

開発許可

2,000㎡超
3,000㎡未満

開発許可
（みなし許可）

開発許可
（みなし許可）

盛土規制法
許可 盛土規制法

許可3,000㎡以上
10,000㎡未満 開発許可

（みなし許可）
10,000㎡以上

開発許可
（みなし許可）

盛土等
規模

区域種別

＜特定盛土等規制区域＞
・盛土の面積2,000㎡超かつ高さ１m超等で盛土規制法の許可が必要。

みなし許可に該当する可能性がある事業については、当面、開発許可と盛土規制法
両方の窓口に事前相談していただきたい。

※特定盛土等規制区域においては、全て（2,000㎡超）の開発許可（みなし許可）で、盛土
規制法に基づく中間検査・定期報告が必要。



（４）技術基準について

鳥取県
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鳥取県技術基準について

（１） 技術基準の主な変更点
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項目 盛土規制法（R6.1.1～） 盛土条例（R5.12.31まで）

盛土勾配

・勾配30度（1：1.8）を超える場合は擁壁等を設置

・勾配30度以下の場合は法面保護工を施工

但し、残土処分場に限っては以下のとおり。

・勾配27度（1：2.0）以下、法面保護工を施工

・勾配27度（1：2.0）以下、法面保護工を施工

盛土の

安定性検討

・のり高が特に大きい場合（15m以上の高盛土）、谷埋

め盛土の場合、腹付け盛土の場合など

（安全率 常時1.5以上、地震時1.0以上）

10m以上の場合は安定計算

（安全率 常時1.2以上、地震時1.0以上）

盛土材料 盛土計画に逸脱しない材料 ・第3種建設発生土以上

小段

・高さ5m程度に幅1～2ｍ

但し、残土処分場に限っては以下のとおり。

・高さ5m以内に幅2m以上、

・盛土高15m毎に幅3m以上

・既設盛土の上方に盛土を行う場合、幅5m以上

・高さ5m以内に幅2m以上、

・盛土高15m毎に幅3m以上

・既設盛土の上方に盛土を行う場合、幅5m以上

排水施設

・盛土内排水工

・地下排水工（暗渠排水、基盤排水等）

・排水の流末処理

・段切り部に排水処理施設

・盛土内排水工

・地下排水工（暗渠排水、基盤排水等）

・敷地に雨水や地下水等の排水施設を設置

・段切り部に排水処理施設

施工管理
・1層当り30cm以下で転圧

・施工中は仮設の排水対策

・1層当り30cm以下で転圧

・施工中は仮設の排水対策

（条例で規定）

（条例で規定）



鳥取県技術基準について
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鳥取県技術基準について
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（２）土石の堆積（仮置き）に関する主な技術基準の変更点

項目 盛土規制法（R6.1.1～） 盛土条例（R5.12.31まで）

設置期間 許可期間最大5年間 －

高さ

・５ｍ以下の場合は高さを超える幅の

空地（勾配1/10以下）を確保

・５ｍ超の場合は高さの２倍を超える幅

の空地を確保

・高さ５ｍ以下
・空地確保の基準はない

法勾配 － ・法勾配27度（1：2.0）以下

排水設備 ・地表水の排水設備を設置 ・必要に応じて設置

仮置き場

・勾配1/10(5.7度)以下の平坦地

・地表水等による地盤のゆるみが生じ

ない措置

・勾配５度以下の平坦地



鳥取県技術基準について
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鳥取県技術基準について

（３）中間検査の主な変更点について

28

区分 盛土規制法（R6.1.1～） 盛土条例（R5.12.31まで）

目的
工事完了後に確認困難な工
程を現地で検査

同左

盛土前の地盤面に排水設備
を設置する工程

①盛土施工、工作物設置をする地盤状態について、
根切により設計に定める土質、深さを確認する工程
②盛土に埋設される排水設備を設置する工程
③工作物の基礎及び杭の施工状況を確認する工程

検査対象の工程

区分 盛土規制法（R6.1.1～） 盛土条例（R5.12.31まで）

目的 盛土の施工状況の確認 同左

報告の期間 ３カ月毎 ６カ月毎

報告の項目

許可年月日及び許可番号 同左

前回の定期報告年月日 なし

工事が施行される土地の所在地 同左

施工状況（盛土の高さ、面積、土量等） 同左

擁壁等の施工状況 なし

土砂を搬入させた者の氏名等、土量
搬出元の土地の住所等

土砂を搬入させた者の氏名等、土量
搬出元の土地の住所等

（４）定期報告の主な変更点について


